
国立大学法人宇都宮大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成２６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２６年度における改定内容

当法人の主要事業は教育・研究である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の
国立大学法人、国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等
のほか、国・地方公共団体が運営する教育・研究機関のうち、常勤職員数（当法人約
６４０人）や教育・研究事業で比較的同等と認められる、以下の法人等を参考とした。

(1) 国立大学法人茨城大学・・・当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事
業を実施している（常勤職員数約８８０人）。公表資料によれば、平成２５年度の長の年
間報酬額は15,556千円であり、公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額
等を勘案すると、17,467千円と推定される。同様の考え方により、理事については
14,289千円、監事については3,699千円と推定される。
(2) 事務次官年間報酬額・・・22,652千円

当法人では、役員給与規程により、役員に支給される期末特別手当において、宇都
宮大学点検・評価委員会が行う業務の実績評価及び文部科学省国立大学法人評価
委員会が行う業績評価の結果を参考にして、経営協議会の議を経て、その額の
１００分の１０の範囲内でこれを増額し、又は減額することができるとしている。

業績給は導入していない。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。
月額については、国立大学法人宇都宮大学役員給与規程により、俸給
月額(984,000円)に地域手当(59,040円)及び通勤手当(2,000円）を加算
して算出している。期末特別手当についても、国立大学法人宇都宮大
学役員給与規程により、期末特別手当基礎額（俸給月額＋地域手当＋
俸給月額及び地域手当×１００分の２０＋俸給月額×１００分の
２５）に６月に支給する場合においては１００分の１４０、１２月に支給する
場合においては１００分の１５５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の
期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としてい
る。

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。
月額については、国立大学法人宇都宮大学役員給与規程により、俸給
月額(834,000円)に地域手当(50,040円)及び通勤手当を加算して算出
している。期末特別手当についても、国立大学法人宇都宮大学役員給
与規程により、期末特別手当基礎額（俸給月額＋地域手当＋俸給月額
及び地域手当×１００分の２０＋俸給月額×１００分の２５）に６月に支給
する場合においては１００分の１４０、１２月に支給する場合においては１
００分の１５５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその
者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
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監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
平成２６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,958 11,808 4,418
708
　24

（地域手当）
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

14,353 10,008 3,744 600 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

14,403 10,008 3,744
600
　50

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,037 10,008 3,744
600
　50

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

12,739 8,640 3,232
518
348

（地域手当）
（単身赴任手当）

◇

千円 千円 千円 千円

2,850 2,850
（　　　　）

※

千円 千円 千円 千円

2,546 2,546
（　　　　）

＊

注１：「前職」欄の「＊」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の退職者であることを示す。
注２：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額と各内訳の合計額は必ずしも一致しない。

前職
就任・退任の状況

役名

Ｂ理事

その他（内容）

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

Ｃ理事

法人の長

A理事

Ｄ理事

非常勤の役員の報酬は、非常勤役員手当を支給することとしている。
国立大学法人宇都宮大学役員給与規程により、日額(37,000円)に勤務
日数を乗じて得た額としている。
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事（非常勤）

宇都宮大学は、人類の福祉の向上と世界の平和に貢献することを理
念とし、広く社会に開かれた大学として、質の高い特色ある教育と研究
を実践することを目指している。

そうした中で、宇都宮大学の学長は、職員数約６４０名の法人の代表と
して、その業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、
経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報
酬28,030千円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間
給与額22,652千円と比べてもそれ以下となっている。

宇都宮大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指
定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容の
特性は上記のとおり法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの
各年度における業績評価の結果を勘案したものとしている。

また、他の医学系学部を有さない総合大学の長の報酬水準と同水準
となっている。

宇都宮大学は、人類の福祉の向上と世界の平和に貢献することを理
念とし、広く社会に開かれた大学として、質の高い特色ある教育と研究
を実践することを目指している。

そうした中で、宇都宮大学の理事は、学長の定めるところにより、学長
を補佐して業務を掌理する職務を担っている。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報
酬28,030千円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間
給与額22,652千円と比べてもそれ以下となっている。

宇都宮大学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指
定職俸給表の俸給月額を踏まえて決定しているが、理事の職務内容の
特性は法人化移行後に新たに付加されたものであり、これまでの各年
度における業績評価の結果を勘案したものとしている。

また、他の医学系学部を有さない総合大学の理事の報酬水準と同水
準となっている。

こうした職務内容の特性や他の国立大学法人等との比較を踏まえると、
報酬水準は妥当であると考えられる。

宇都宮大学の監事は、本学の業務を監査する職務を担い、必要があ
ると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができ
ることになっている。

宇都宮大学では、監事の報酬を理事の俸給月額を踏まえて日額支給
としているが、監事の職務内容の特性はいつでも役員及び職員に対し
て事務及び事業の報告を求め、又は本学の業務及び財産の状況の調
査をすることができることであり、これまでの各年度における業績評価の
結果を勘案したものとしている。

また、他の医学系学部を有さない総合大学の監事の報酬水準と同水
準となっている。

こうした職務内容の特性や他の国立大学法人等との比較を踏まえると、
報酬水準は妥当であると考えられる。
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【文部科学大臣の検証結果】

４　役員の退職手当の支給状況（平成２６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

7,704 6 0 H27.3.31 1.0 ※

千円 年 月

3,265
(40,028)

3
(31)

0
(0)

H27.3.31 1.0

注１：「前職」欄の「※」は独立行政法人等の退職者であることを示す。
注２：理事Ａについては、役員在職期間を役員退職手当規程に適用させて算出した金額を
　　　記載するとともに、括弧内に、役員在職期間に職員在職期間を通算した期間
　　　（「法人での在職期間」欄の括弧の期間）をもって当該役員の在職期間として
　　　算出した金額を記載した。

５　退職手当の水準の妥当性について
【文部科学大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　当該法人の長は、①学生の声を施策に反映させるために「学長ティータイム」を創設し、学生
との意見交換を通じて学生生活に対する満足度の向上や学生の積極性・提案力の醸成といっ
た教育面での貢献、②外部資金獲得の支援のため、研究補助者の採用制度や学内研究費の
支援による外部資金獲得チャレンジを促すといった研究面での貢献、③教員ポイント制を導入
し、若手教員の積極的採用や弾力的な人事計画を促進したほか、学長裁量ポイントも大幅に
増加し、選択と集中による改革推進のための柔軟な体制を構築といった運営面での貢献をし
た。
　当該法人の長の業績勘案率については、これらの業務に対する貢献度と国立大学法人評価
委員会が行う法人業績評価の結果を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、
１．０と決定した。

　当該理事は研究・産学連携担当として「地（知）の拠点事業（大学ＣＯＣ）」の拠点としての役
割を担い、地域連携活動を推進するとともに、主要な学内教育研究センターを再編統合し、教
育研究・産学官連携支援体制を充実強化した。また、学長裁量教員ポイントによる若手教員の
増員や産学官連携担当の学長補佐の配置に貢献した。
　当該理事の業績勘案率については、これら担当業務に対する貢献度と国立大学法人評価委
員会が行う業績評価の結果を総合的に勘案した上で、経営協議会の議を経て、１．０と決定し
た。

法人の長

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

法人の長

理事A

法人での在職期間

判断理由

理事A

当法人では、役員給与規程により、役員に支給される期末特別手当において、宇都
宮大学点検・評価委員会が行う業務の実績評価及び文部科学省国立大学法人評価
委員会が行う業績評価の結果を参考にして、経営協議会の議を経て、その額の
１００分の１０の範囲内でこれを増額し、又は減額することができるとしている。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立
大学法人等、民間企業との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は
妥当であると考えられる。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び平成２６年度における主な改定内容

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

当法人職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、国家公務員
のほか、平成２６年職種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別（当該
法人約６４０人）・職種別平均支給額を参考にした。

(1) 国立大学法人茨城大学・・・当該法人は、教育・研究事業等において類似する
国立大学法人であり、法人規模についても同等（常勤職員数約８８０人）となっている。
(2) 国家公務員・・・平成２６年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の

平均給与月額は408,472円となっており、全職員の平均給与月額は415,426円となっ
ている。
(3) 職種別民間給与実態調査において、当該法人と同等の規模や職種（事務職）

の大学卒の４月の平均支給額は561,196円となっている。

昇給、昇格の実施及び賞与（勤勉手当）の成績率の判定にあたっては、個人の成績及び
能力評価等の結果を十分に考慮し、学長が決定している。

国立大学法人宇都宮大学職員給与規程により、俸給及び諸手当（俸給の調整額、
管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、
通勤手当、単身赴任手当、大学院担当手当、大学入試センター試験手当、義務教
育等教員特別手当、教職調整額、高所作業手当、山上等作業手当、教員特殊業務
手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、超過勤務手当、休日給、宿
日直手当、主幹教諭手当、期末手当及び勤勉手当）としている。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給＋俸給の調整額＋扶養手当＋地域
手当＋広域異動手当）に６月に支給する場合においては１００分の１２２．５、１２月に
支給する場合においては１００分の１３７．５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期
間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給＋俸給の調整額＋地域手当＋広域
異動手当）に成績優秀者推薦通知に定める割合を乗じ、さらに基準日以前６箇月以
内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、平成２６年度では、①全俸給表のベースアップ（0.3%）、②初任給調整手当の
支給限度額を300円引上げ、③通勤手当における自動車等使用距離の区分に応じ
た手当額の引上げ、④教育職（二）２級の適用を受ける職員に対し支給している俸給
の調整額を100円引上げ、⑤教育職（一）２級の適用を受ける職員に対し支給してい
る大学院担当手当を100円引上げ、⑥勤勉手当の支給率について0.15月分引上げ、
⑦平成２７年１月１日の昇給における昇給号俸数の１号俸抑制を実施した。
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

546 46.7
人 歳 千円 千円 千円 千円

181 42.4 5,676 4,251 102 1,425
人 歳 千円 千円 千円 千円

300 49.9 8,874 6,561 151 2,313
人 歳 千円 千円 千円 千円

20 45.8 7,799 5,846 87 1,953
人 歳 千円 千円 千円 千円

43 42.3 7,013 5,273 76 1,740
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 47.8 4,382 4,034 36 348
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

［年俸制適用者］

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 38.1 4,779 4,779 20 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 38.4 4,957 4,957 16 0
教育職種

（大学教員）

注1：常勤職員、在外職員、任期付職員及び再任用職員区分については、該当者がいないことから
　　　当該欄の記載を省略した。

注2：「事務・技術職種」については、該当者が１名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそ
　　　れがあることから、人数以外は記載していない。

区分 人員 平均年齢
平成２６年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

非常勤職員

事務・技術

注2：「教育職種（附属高校教員）」には、附属特別支援学校教員を含む。
注3：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。

注4：常勤職員の「その他医療職種（看護師）」については、該当者が２名以下のため、当該個人
　　　に関する情報が特定されるおそれがあることから、人数以外は記載していない。

注5：在外職員、任期付職員及び再任用職員区分については、該当者がいないことから当該欄の
　　　記載を省略した。

注6：非常勤職員区分の職種区分「医療職種（病院医師）」及び「医療職種（病院看護師）」欄は、
　　　該当者がいないことから当該欄の記載を省略した。

注7：非常勤職員の「事務・技術」及び「教育職種（大学教員）」については、該当者が2名以下の
　　　ため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、人数以外は記載していな
　　　い。

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

区分

その他医療職種
（看護師）

うち賞与総額
人員

教育職種
（附属義務教育学校教員）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

うち所定内

教育職種
（附属高校教員）

平均年齢
平成２６年度の年間給与額（平均）

常勤職員
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②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：年齢28～31歳の該当者は３人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　　年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））〔在外職員、任期付職員及
び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注２：年齢20～23歳の該当者はなし。
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円 千円

1

12 53.3 8,014

25 52.9 6,826

78 45.4 5,831

10 36.4 4,712

55 32.0 4,176

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円 千円

139 56.6 10,020

123 45.4 7,983

11 40.0 6,633

24 39.7 6,314

1

2

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

62.7 61.4 62.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

37.3 38.6 38.0

％ ％ ％

         最高～最低 47.0～33.4 44.1～35.4 45.5～34.5

％ ％ ％

64.3 62.5 63.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.7 37.5 36.7

％ ％ ％

         最高～最低 43.0～32.0　 43.9～34.1 43.5～33.1

④

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

      9,249～5,893

      7,539～5,864

      7,157～5,246

～

～

区分

注：助手、教務職員の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
　　ことから、平均年齢及び年間給与額は表示していない。

　 ・助教

　 ・助手

　 ・教務職員

（最高～最低）

年間給与額

9,384～7,137

7,344～5,912

7,096～4,454

5,826～3,890

5,577～3,084

年間給与額

　 ・教授

　 ・准教授

　 ・講師

注：部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢及び
　　年間給与額は表示していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

    12,327～8,104

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

（最高～最低）

　 ・課長

　 ・課長補佐

賞与（平成２６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

　 ・部長

 　・係長

 　・主任

　 ・係員

注：「課長」には、課長相当職である「事務長」及び「室長」を、「課長補佐」には、課長補佐相当職である
　　「事務長補佐」、「室長補佐」、「専門員」及び「技術専門員」を、「係長」には、係長相当職である「専門
　　職員」及び「技術専門職員」を含む。
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（教育職員（大学教員））
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

61.2 59.9 60.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

38.8 40.1 39.5

％ ％ ％

         最高～最低 51.9～33.3 48.9～35.4 50.3～34.5

％ ％ ％

64.5 62.5 63.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.5 37.5 36.6

％ ％ ％

         最高～最低 43.0～32.9 43.9～34.9 43.5～34.0

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

　　○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　　　　９６．７

 注：上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成２６年度の

 　　教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

（文部科学大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給
与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めてい
ただきたい。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　６２％】
（国からの財政支出額　6,255,582,000円、支出予算の総額
10,037,077,558円：平成26年度予算）
【累積欠損額　０円　（平成25年度決算）】
【管理職の割合　７％　（常勤職員数１８１名中１３名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　５１％　（常勤職員数１８１名中９３名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　３９％】
（支出総額　11,413,433,081円、給与・報酬等支給総額　4,426,364,156円：
平成25年度決算）

（法人の検証結果）
国からの財政支出の割合は５０％以上であるが、累積欠損額もなく、学歴勘
案の対国家公務員の比較指数は８８．４であり、適正であると考える。また、
支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合も同規模大学と同水準で
あり、適性であると考える。

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

・年齢・地域・学歴勘案　　　　 ９３．５
・年齢・学歴勘案　　　　　　　　８８．４

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　８７．９
・年齢・地域勘案　　　　　　　　９３．５

項目

　給与水準の妥当性の
　検証

対国家公務員
指数の状況

（参考）対他法人　　　　　　　　９９．３　　　　　

内容
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４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（事務・技術職員）
○ ２２歳（大卒初任給、独身）

月額174,200円 年間給与2,563,000円
○ ３５歳（主任、配偶者・子１人）

月額318,000円 年間給与5,149,000円
○ ４５歳（係長、配偶者・子２人）

月額385,000円 年間給与6,249,000円

（教員職員(大学教員)）

○ ２７歳（助教 博士修了初任給、独身）

月額237,700円 年間給与3,498,000円

○ ４０歳（准教授、配偶者・子１人）

月額459,000円 年間給与7,451,000円

○ ５０歳（教授、配偶者・子２人）

月額570,000円 年間給与9,256,000円

昇給、昇格の実施及び賞与（勤勉手当）の成績率の判定にあたっては、個人の成績及
び能力評価等の結果を十分に考慮し、学長が決定している。
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Ⅲ　総人件費について

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

6,705,927

福利厚生費

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

392,895

最広義人件費
7,096,727

666,783

676,422 699,018 663,499 676,209 747,669

非常勤役職員等給与
665,291 647,590 672,388 624,344

6,702,832 6,274,2446,888,068

4,898,580

退職手当支給額
671,913 587,315 836,719 547,327

区　　分

給与、報酬等支給総額
5,083,101 4,954,145 4,530,226 4,426,364

① 「給与、報酬等支給総額」及び「最広義人件費」の対前年度比 増加の主たる要因
は，人事院勧告に準じて俸給月額、通勤手当、勤勉手当支給率を増加させる改正
を行ったことによるものである。

② 「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年８月７日閣議
決定）に基づき、平成２５年１月から以下の措置を講ずることとした。

・役職員の退職手当について、支給割合の引下げを実施した。
役員に関する講じた措置の概要：支給割合を１００分の１０．８７５に減じた。
職員に関する講じた措置の概要：支給割合を１００分の８７に減じた。

特になし。
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